
松風S-WAVE CAD/CAM加工サービス　歯科医院様情報登録用紙

裏面の松風S-WAVE CAD/CAM加工サービス規約をご熟読いただき、必要事項をご記入のうえお出入りの歯科商店様にお渡しください。

歯科医院様記入【全て必須】

歯科商店様記入（松風卸特約店様または特約店様）

※販売店名の記入がある場合は販売店を規約上の代理店とします。

E-mailアドレスの記入について　
・ドメイン名（＠（アットマーク）以降）も含めて全てご記入ください。ヨミガナは＠の前までご記入ください。　
・-（ハイフン）と_（アンダーバー）、0(ゼロ)とO（オー）、1（イチ）とl（エル）とi（アイ）、z（ゼット）と2（ニ）、9（キュウ）とq（キュー）など
　類似する数字とアルファベットには、必ずヨミガナをご記入ください。

【歯科商店様へのお願い】
・本用紙を受領後FAXにて松風 営業管理課 075-561-4330 へお送りください。
・受注連絡について、E-mailアドレスをお持ちでない場合はFAXにてご連絡させていただきます。
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□規約に同意します

松風　処理欄

松風S-WAVE 
CAD/CAM加工センター
処理欄

受付日 処理・登録日 センター連絡日 確認日受注先コード（SAP）

代理店コード（WEB）

ユーザーコード（SAP）

ID（WEB）

TEL

フリガナ

〒

TEL　　　　ー　　　　ー

ヨミガナ

アドレス

アドレス

FAX　　　　ー　　　　ー

〒
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＠
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アドレス

歯科技工所様記入【全て必須】

ユーザー規約

歯科医院名

郵便番号

ご住所

TEL／FAX

E-mailアドレス
（欄外の『E-mailアドレスの
 記入について』を
 参考にご記入ください）

歯科医師名（カナ）

歯科技工所名

ユーザーID

TEL

歯科医院様専用



株式会社 松風
〒605-0983　京都市東山区福稲上高松町11

松風S-WAVE CAD/CAM加工センター
〒613-0022　京都府久世郡久御山町市田新珠城21番地1
TEL 0774-41-3341

松風S-WAVE CAD/CAM加工サービス規約

私は、「S-WAVE CAD/CAM加工サービス」（以下「本サービス」という）の利用にあたり、
以下の「S-WAVE CAD/CAM加工サービス規約」が適用されることを十分理解したうえで、本サービスのユーザー登録を申し込みます。

第1条（目的）
　この規約は、本サービスのユーザー登録を受けた者（以下「ユー
ザー」という）が、本サービスを利用するときに適用される事項を定めた
ものです。

第2条（登録）
　本サービスを利用しようとする者は、本サービスについてのユーザー
登録を行わなければなりません。
　ユーザー登録は、株式会社松風（以下「松風」という）及びユー
ザー登録の申込を受けた所定の代理店（以下「担当代理店」という）
が当該申込を承諾し、申込者が、松風からユーザー登録完了の通知
を受けたときに完了するものとします。
　ユーザーは、ユーザー登録が完了した時から本サービスを利用する
ことができます。ただし、担当代理店及び松風は、その裁量により、
ユーザー登録についての申込を拒否することができ、また、既になされ
たユーザー登録を取り消すことができます。
　ユーザーは、ユーザー登録によって取得したユーザーとしての地位
及びユーザーとしての地位に伴って取得した一切の権利義務を、第
三者に譲渡し、貸与し、もしくは利用させることはできません。
　ユーザーは、ユーザー自身およびその関連会社・関係者が、総会
屋、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくはそれらの関係
者、その他の反社会的勢力ではないことを保証するものとし、これに
反した場合は、催告その他何らの手続を要することなく、ただちにユー
ザー登録が取り消されることをあらかじめ承諾します。
　ユーザーによる本サービスのご利用が一定期間全くない場合など
においても、所定の基準に従って、ユーザー登録が取り消される場合
があります。
　本条の規定により、ユーザー登録についての申込が拒否され、また
は、既になされたユーザー登録が取り消された場合において、当該申
込者または当該ユーザーに何らかの損害が発生した場合であっても、
担当代理店及び松風は、これに対して何らの責任も負いません。ま
た、担当代理店及び松風は、ユーザー登録についての申込を拒否し
た理由並びに既になされたユーザー登録を取り消した理由を、当該
申込者並びに当該ユーザーに対して開示する義務を負いません。

第3条（登録情報）
　ユーザー登録（その申込を含む）並びに本サービスの利用に際し、
ユーザー登録の申込者及びユーザーから提供される情報は、本サー
ビスの提供に必要な範囲において利用されるほか、ユーザー登録の
申込者及びユーザーに対して松風の商品をご案内する目的で利用さ
れる場合があります。
　ユーザーは、ユーザー登録の申込時に届け出た事項について変更
が生じたときは、遅滞なく、所定の方法により変更事項を届け出るもの
とします。届出がないために、本サービスの利用の対象となる商品（以
下「対象商品」という）、通知、送付書類またはその他の物が延着また
は不着となった場合、それらは通常到着すべきときにユーザーに到着
したものとみなされます。また、延着または不着によってユーザーに何
らかの損害が発生したとしても、担当代理店及び松風は、これに対し
て何らの責任も負いません。

第4条（規約等の変更・承認）
　ユーザーが、担当代理店もしくは松風から本規約を変更する旨の
通知（以下「規約変更通知」という）を受け、その後に対象商品の発
注を行ったときは、ユーザーは、当該規約変更を承認したものとし、規
約変更通知受領後に発注された対象商品に関する取引を含め、以
後の取引について、変更後の規約が適用されるものとします。第6条
で規定する価格納期表、その他、担当代理店及び松風がユーザーに
提示している事項についても同様とします。

第5条（注文）
　本サービスを利用する場合、ユーザーは、担当代理店指定の発注
先（以下「加工センター」という）に対し、所定の方法によって対象商
品の注文を行います。ユーザーが、加工センターから当該注文を受諾
する旨の通知を受領した時に、ユーザーと担当代理店との間で、対象
商品についての個別契約が成立するものとします。
　本サービスにおいては、対象商品について受注生産を行うため、

本条に従ってユーザーと担当代理店との間で対象商品についての
個別契約が成立した後は、ユーザーは、当該対象商品についての注
文のキャンセル及び変更はできません。

第6条（お支払い）
　ユーザーは、担当代理店からの請求に基づき、担当代理店に対
し、対象商品の代金を支払うものとします。

第7条（商品の発送）
　ユーザーに対する対象商品の納入条件（納入方法・納入時期
等）は、価格納期表の定めによるものとします。
　ユーザーが正当な理由なく対象商品を受領しない場合、その他、
ユーザーの都合により、価格納期表に定める条件に従った対象商品
の納入ができない場合、価格納期表に定める本来の納入日から7日
を限度として、対象商品を保管します。ただし、この場合において、
ユーザーに対し、対象商品の保管料、再配送料その他の関連費用
を請求することができるものとします。
　価格納期表に定める本来の納入日から7日以内にユーザーが対
象商品を受領しない場合、担当代理店は、ユーザーに対する通知、
催告、その他何らの手続を要することなく、ユーザーとの間の当該対
象商品についての個別契約を解除することができます。この場合、
担当代理店は、ユーザーに対する当該対象商品の引渡し義務を免
れるとともに、ユーザーに対し、違約金として、対象商品代金相当額
を申し受けることができます。

第8条（保証）
　松風は、ユーザーに対し、対象商品についての品質を保証するも
のとし、その具体的条件（保証内容及び保証期限等）については、
松風所定の条件によるものとします。

第９条（免責）
　天災地変、洪水、暴風雨、火災、爆発、戦争、暴動、ストライキ、官
公庁の命令・規制など、担当代理店、松風及び加工センターの責に
帰さない事情により、対象商品の引渡しが遅滞し、または、引渡しの
不能を生じた場合又はそのおそれが生じた場合には、その旨速やか
にユーザーにお知らせするように努力します。ただし、これによりユー
ザーが何らかの損害を被ったとしても、担当代理店、松風及び加工セ
ンターは、これについて何等の責任も負いません。

第10条（インターネット利用に関する免責）
　インターネット上のトラブルによるご注文等の未着、E-mailの送信不
良、コンピュータウイルスの感染及びそれらに伴う損害等については、
代理店、松風及び加工センターは、ユーザーに対して、何らの責任も
負わないものとします。

第11条（合意管轄裁判所）
　本サービスに関連して、ユーザーと担当代理店との間で訴訟の必
要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、担当代理店の本社所
在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
　本サービスに関連して、ユーザーとの間で訴訟の必要が生じた場
合で、かつ、ユーザーとの訴訟の相手方に松風または加工センターが
含まれる場合は、訴額のいかんにかかわらず、松風の本社所在地を
管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第12条（準拠法）
　本規約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

以上


